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平成 26年９月 10日 

各 位 

会 社 名 株式会社リクルートホールディングス 

代表者名 代表取締役社長兼 CEO 峰 岸 真 澄 

（コード番号：6098 東証） 

問合せ先 取締役常務執行役員 佐 川 恵 一 

（電話番号 03-6835-1111） 

 

平成 27年３月期の業績予想について 

 

  平成 27 年３月期（平成 26 年４月１日～平成 27 年３月 31 日）における当社グループの業績予

想は、次のとおりであります。 

【連 結】                 (単位：百万円・％） 

決算期 

 

項 目 

平成 27年３月期 

（予想） 

平成 27年３月期 

第１四半期累計期間 

（実績） 

平成 26年３月期 

（実績） 

 構成比 
対前期 

増減率 
 構成比  構成比 

売 上 高 1,290,000 100.0 8.3 305,812 100.0 1,191,567 100.0 

E B I T D A 191,000 14.8 5.7 47,511 15.5 180,647 15.2 

営 業 利 益 121,000 9.4 3.0 31,589 10.3 117,438 9.9 

経 常 利 益 126,000 9.8 3.2 33,235 10.9 122,050 10.2 

当 期 （ 四 半 期 ） 純 利 益 66,000 5.1 0.9 18,618 6.1 65,421 5.5 

の れ ん 償 却 前 

当 期 （ 四 半 期 ) 純 利 益 
103,000 8.0 1.5 27,567 9.0 101,474 8.5 

１ 株 当 た り 

当 期 （ 四 半 期 ） 純 利 益 
121円 48銭 35円 14銭 126円 64銭 

１株当たりのれん償却前 

当 期 （ 四 半 期 ） 純 利 益 
189円 58銭 52円 03銭 196円 44銭 

１ 株 当 た り 配 当 金 47円 00銭 ― 26円 00銭 

（注）１．当社グループは EBITDA を経営指標としております。EBITDA は、営業利益に減価償却費及びのれん償却額

を加えた数値であります。また、当社の配当政策は、のれん償却前当期純利益に対する連結配当性向 25％程

度を目安にしております。のれん償却前当期（四半期）純利益は、当期（四半期）純利益にのれん償却額を

加えた数値であります。 

２．平成 26年３月期（実績）及び平成 27年３月期第１四半期累計期間（実績）の１株当たり当期（四半期）

純利益及び１株当たりのれん償却前当期（四半期）純利益は自己株式控除後の期中平均発行済株式数により
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算出しております。平成 27年３月期（予想）の１株当たり当期純利益、１株当たりのれん償却前当期純利益

及び１株当たり配当金は新株式発行に係る公募予定株式数（3,665,000 株）を含めた自己株式控除後の予定

期中平均発行済株式数及び予定発行済株式数によりそれぞれ算出しております。なお、オーバーアロットメ

ントによる売出しに関連して行われる第三者割当分による自己株式の処分（最大 5,397,900 株）は考慮して

おりません。また、平成 26年７月 31日付で普通株式１株につき 10株の株式分割を行っておりますが、平成

26年３月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期（四半期）純利益、１株当たりのれ

ん償却前当期（四半期）純利益及び１株当たり配当金を算定しております。 

３．EBITDA、のれん償却前当期（四半期）純利益、１株当たりのれん償却前当期（四半期）純利益は、金融商

品取引法第 193条の２第１項の規定に基づく監査の対象とはなっておりません。 

 

以上 

 

 

 

 

ご注意： この文章は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに

類する行為のために作成されたものではありません。平成 26年９月 10日の当社取締役会において決議さ

れた当社普通株式の募集及び売出しへの投資判断を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行及

び自己株式の処分並びに株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自

身の判断で行うようお願いいたします。「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出届出目論見書」

（及び訂正事項分）は引受証券会社より入手することができます。  

     本記者発表文は、米国における証券の売付けの勧誘又は買付けの申込の勧誘を構成するものではあり

ません。当社普通株式は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされる

ものでもなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、

米国において証券の勧誘又は売付けを行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合

には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論

見書は当社又は売出人より入手することができます。これには当社及び当社の経営陣に関する詳細な情

報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国内で公募を行うことを予定しており

ません。 

また、本記者発表文に記載されている当社グループの業績予測その他の将来情報については、本記者

発表文の作成時点における当社の判断又は考えに過ぎず、実際の当社グループの経営成績、財政状態そ

の他の結果は、経済状況の変化、クライアントのニーズ及びユーザーの嗜好の変化、他社との競合、法

規制の変更等により、本記者発表文の内容又は本資料から推測される内容と大きく異なることがありま

す。 

 

 


